
○河津町建設工事成績評定要領 

平成31年３月27日要領第３号 

改正 

令和３年12月17日要領第５号 

河津町建設工事成績評定要領 

（目的） 

第１条 この要領は、河津町が発注する建設工事に係る工事の成績評定（以下、

「評定」という。）について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図

り、受注者の適正な選定及び指導教育に資することを目的とする。 

（評定の対象） 

第２条 評定の対象は、１件の当初契約金額が200万円以上の建設工事とする。た

だし、次に掲げる工事は評定を省略できるものとする。 

(１) 災害応急仮工事 

(２) 主たる工事内容が除草又は漂着物処理工事 

(３) 畳工事及び木製建具工事 

(４) その他の評定が困難な工事 

（評定の内容） 

第３条 評定は、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ等につい

て行うものとし、採点には次の各号に掲げる内容を基準とする。 

(１) 工事成績の採点は、別紙１の「工事成績採点表」により行う。 

(２) 採点の基準となる考査項目については、別に定めるものとする。 

(３) 工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受

注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合は

これも考慮する。 

(４) 施工体制、施工状況出来形及び出来ばえの評価は、０点を標準とし、標準

より優れていた場合は加点、標準より劣っていた場合は減点する。 

(５) 工事特性、創意工夫、社会性等の評価は、加点評価のみとする。 

(６) 工事特性、創意工夫は、二重評価しない。 

(７) 評定点は、評価項目に係る採点結果の合計値（35点満点）を65点に加算し

て算出する。 

(８) 法令遵守等は、工事が完成した時に行うものとし、減点評価のみとする。 

（評定者） 

第４条 評定を行う者（以下、「評定者」という。）は、河津町建設工事検査要領

（平成30年要領第２号）（以下、「検査要領」という。）に定める検査員（以下、

「検査員」という。）及び工事担当課の監督員（以下、「監督員」という。）と

する。 



（評定の方法） 

第５条 評定は、監督、検査等その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごと

に独立して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 評定の結果は、検査要領の工事検査復命書（以下、「復命書」という。）に記

録するものとする。 

（評定の時期） 

第６条 検査員は、検査が終了したとき、監督員は、工事が完成したとき、それぞ

れ評定を行うものとする。 

（評定の結果の通知） 

第７条 検査員は、評定の結果を当該工事の受注者に対して、検査要領の工事検査

合格通知書（以下、「合格通知書」という。）に記載し、遅滞なく通知するもの

とする。 

（評定の修正） 

第８条 検査員は、前条の通知をした後、次に掲げる事項により修正の検討を行っ

た結果、評定を修正する必要があると認められる場合は、復命書を修正しなけれ

ばならない。 

(１) ２年の間にその工事における工事事故及び不正行為等が発覚した場合 

(２) かし担保期間中にかしが発覚した場合 

(３) その他の事由により、当該工事における成績評定に再評価の必要がある場

合 

２ 検査員は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の受注

者に対して、修正した合格通知書を通知しなければならない。 

（評定の劣るものの措置） 

第９条 評定の結果により64点以下の評価を受けたものは、河津町工事請負契約等

に係る入札参加停止等措置要綱（平成18年10月25日要綱第18号）別表第１の「過

失による粗雑工事等」に該当するものとする。 

附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月17日要領第５号） 

この要領は、公布の日から施行する。 
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